
 

 

 

 

 

 

  

 １月１９日（月）から２週間、今年度最後となる第Ⅲ期現場実習・校内実習が始まります。高等部３年生に 

とっては、学校生活最後の実習となります。卒業後の進路決定に向けて、とても大切な実習となりますので、 

ぜひ体調を整えて万全の状態で臨んでほしいと思います。 

 高等部２年生にとっては、『自分にはどのような仕事が合ってい 

るのか』、『まだ経験したことのない作業にチャレンジしてみたい』 

など、まだまだ進路選択の段階となります。多くのことにチャレン 

ジをして、時には失敗をしながら自分の強みを知る機会にしてほし 

いと思います。 

校内実習に取り組む高等部１年生は、今回の実習をとおして働く 

ための基礎となる力を身につけてほしいと思います。作業に直接関 

係してくるハードスキル（作業効率、作業スピード、丁寧さなど） 

だけでなく、作業には直接関係しないものの、間接的に仕事に影響 

を与えるソフトスキル（遅刻をしない、自分からあいさつをする、 

身だしなみを整えるなど）も、卒業後働く上でとても大切になってきます。来年度からはいよいよ校外での実習 

となりますので、今回の実習を有意義なものにしてほしいと思います。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ： 令和８年３月１３日（金） 午前１０時００分 から １１時００分 

会 場 ： 本校 体育館 

講 師 ： 一般社団法人 アイネット  

就労支援サービス イマココ 所長 浅沼 真弥 様 

 

令和７年１０月から始まりました、新しい障害福祉サービスである『就労選択支援』に関しまして、本校の 

保護者を対象とした事業説明会を開催いたします。高等部卒業後に就労継続支援Ａ型・Ｂ型等の利用希望者に 

とっては必須の手続きとなるなど、今後の進路選択において極めて重要な制度となります。小学部・中学部の 

児童・生徒に関しましても今後重要となる内容となりますので、お忙しい時期かと思いますが、都合をつけて 

いただき、ご参加いただきますようお願いいたします。なお、詳細な説明会の文書を後日配付いたします。 
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卒業後に就労系のサービス（障害福祉サービス）を利用するためには、市町村への申請が必要となります。 

今回は、近隣の市町村の福祉課が発行しているサービスガイドをもとに、申請からサービス利用までの流れを 

説明します。 

 

  

  まずは、市町村の担当窓口（福祉課）に相談します。相談の結果、サービスが必要な 

場合は、市町村に申請をします。 

 

 

 

  

  サービスの利用を希望する本人もしくは保護者が申請用紙に必要なことを記入して、 

市町村の相談窓口（福祉課）へ提出します。申請のときに必要となる書類などについて 

は、窓口にてお問い合わせください。 

  

  市町村の職員などが、サービスの利用を希望する本人や家族に対して、障害や生活の 

状況などについて調査を行います。 

 

 ③の聞き取り調査をもとに市町村で判定および審査会が開かれます。そこでどのくら 

いのサービスが必要な状態なのかが決められます。 
 

 

 相談支援事業所に、サービス利用計画案の作成を依頼します。相談支 

援専門員が、サービスの利用を希望する人の意見や状況 

に合わせて利用計画案を作成します。 

 

 ④の判定結果や⑤で作成したサービス等利用計画案をもとに、利用できるサービスの支給が決定します。 

支給が決定すると、『障害福祉サービス受給者証』が交付されます。 

 

 相談支援事業者が、実際に利用することになるサービス等利用計画を作成します。 

 

  卒業後にサービスを利用する事業所（福祉施設）と契約をします。 

 障害福祉サービス受給者証を提示し、サービス等利用計画にそったサービスを利用します。 

【よくある相談の例】 

〇 どんなサービスがあるのか 

〇 どんなサービスを利用すればよいのか 

〇 どんな施設を利用できるのか 

〇 費用はどのくらいかかるのか 

〇 複数のサービスを利用できるのか  など 

市町村ごとに、それぞれ相

談支援事業所があります。 

①の相談 の際に、相談窓口

（福祉課）でどんな相談支援

事業所があるのかを問い合わ

せてみてください。 

 


